
様式 C-19

科学研究費補助金研究成果報告書

平成２１年６月２日現在

研究成果の概要：

産業廃棄物の不法投棄の原状回復の困難な事件が日本全国に広がっている。主に、2003 年

制定の「産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（「産廃特措法」）の適用事

件を調査した。不法投棄の一因は当時の廃棄物処理法の不備や運用上の問題である。10 年の

時限立法である産廃特措法により対策が進んでいるが、制定当時の見通し（10 年で 150～200

カ所・900～1000 億円）が狂い、約 5 年後の現在で 10 カ所・約 1160 億円となり、同法の延

長や新法制定が期待されている。
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直接経費 間接経費 合 計

２００６年度 1,500,000 0 1,500,000

２００７年度 1,500,000 450,000 1,950,000

２００８年度 200,000 60,000 260,000

年度

年度

総 計 3,200,000 510,000 3,710,000
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１．研究開始当初の背景
日本全国で産業廃棄物の不法投棄の原

状回復が困難となっている事件が多い。平成
１５（２００３、以下西暦に統一する）年に
「産業廃棄物に起因する支障の除去等に関
する特別措置法」（「産廃特措法」）が制定さ
れたが、当初は、これがどのような意味を持
っているかに関心をもった。他方で、新潟県
では上越市（旧三和村）と新潟市（旧巻町）
事件で同法が適用されたが、研究代表者の神

戸を含む本研究のメンバー３名は、同法にも
とづき新潟県に設置された第三者検証委員
会委員としてこれら事件に関わった。こうし
たことから、さらに、研究を発展させるべく、
科研費において、３か年計画で、同法を含め
た産業廃棄物の不法投棄（不適正処理）の原
状回復に関わる制度の現状と実態と問題点
を研究し、現状に問題点があるなら、それを
改善すべく法的・政策的提言を試みることと
した次第である。
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２．研究の目的
以下の（１）～（４）の４つからなる。

（１）いわゆる「産廃特措法」成立の経緯と
その特色の分析：現在、産業廃棄物の不法投
棄（不適正処理）が日本全国で頻発している
が、現時点では業者の倒産などにより原状回
復の見通しがないものが多い。同法は、事業
者の責任を明確にした上で、１９９８年以前
に不法投棄された産業廃棄物の撤去しよう
とするもので、２００３年に施行された。撤
去費用の２分の１～３分の１を国の補助金
で、地方自治体の負担の７０～７５％は地方
債を原資とし、元利償還の半額を国の地方交
付税で補填する。

（２）新潟県における「産廃特措法」の
運用の実態と成果・問題点の分析：この法律
による廃棄物除去は既に開始されており、こ
こ新潟県でも、上越市の旧三和村事件につい
てすでに行政代執行が着手され、また、第２
番目の事件として、新潟市の旧巻町事件につ
いて代執行に向けての手続が開始されてい
る。今後、新潟県内では、少なくともこれら
含め合計７件程度の行政代執行が予定され
ているようである。

（３）全国レベルでの「産廃特措法」の
運用の実態と成果・問題点の分析：全国的に
見て、新潟県以外の都道府県で、同様に「産
廃特措法」による行政代執行が行われつつあ
る事案としては、豊島事件、青森・岩手県境
事件、秋田県能代市事件、三重県桑名市事件
などが、既に完了したものとしては、山梨県
須玉町事件が挙げられる。その後も代執行の
対象事件は増加しており、また、岐阜市椿洞
事件などのように、２００７年度末までに新
たに発覚し同法の対象となった事件もある
（その後２００８年８月時で１１件＜都道
府県単位では１２件＞となった）。

（４）「産廃特措法」や廃棄物処理法の
改善に向けた制度的な提言：環境省によれば、
「産廃特措法」による除去は全体の不法投棄
事件の約３分の１にとどまる見通しで、完全
な原状回復の見通しは困難とされる。こうし
た中、「産廃特措法」だけでなく、廃棄物処
理法を含めた制度的原因を解明し、制度の不
備や問題点を指摘し、その改善点や解決方法
を提言する。

３．研究の方法
（１）予定された研究方法は次のとおり

である。２００６～０７年度は、豊島事件を
はじめ全国の不法投棄事件の現場を訪れて
見学をすると同時に、自治体関係者等からの
ヒアリングを行う。そして、当該県・市等の
行政資料と当該県・市職員はもちろん、裁判

や和解手続が並行した場合の関連資料、さら
に、現地での関係者のヒアリング（住民・業
者等）や関係者の保有資料をできる限り多く
収集する。同時に、新潟県における「産廃特
措法」の運用実態の分析も行い、上越市旧三
和村事件と新潟市旧巻町事件についての情
報収集も行う。

２００８年度は、上記で明らかになった
個別事件の特徴を分析する。具体的には、当
該県の行政資料と当該県職員からのヒアリ
ングによる資料、現地での関係者のヒアリン
グ（住民・業者・＜旧＞町村職員など）や関
係者の保有資料を多数収集する。これらを利
用しつつ、メンバーやメンバー外の人々との
研究・討議により、「産廃特措法」や廃棄物
処理法の分析・評価を行う、というものであ
る。

４．研究成果
（１）研究成果として同法の適用対象と

なった上記１２件のうち７件に関して、２０
０６～０７年度に全国的な調査を行った結
果得られた知見がある。具体的には、豊島事
件、三重県桑名市、岐阜市椿洞事件、山梨県
須玉町事件、敦賀市樫曲事件、青森・岩手県
境事件、秋田県能代市事件である。また、同
法の適用が決定されていないが、四日市市大
矢知事件の調査も行った。以下、２００６年
度と２００７年度に分けて述べる。

（２）まず２００６年度についてである。
２００６年１１月に、香川県豊島の産業廃棄
物不法投棄現場と直島の不法投棄物の処理
施設を訪問し、香川県・豊島住民会議・三菱
マテリアルからヒアリングを行った。翌２０
０７年３月には、三重県桑名市の産業廃棄物
の不法投棄現場と不法投棄物の処理施設を
訪問し、三重県からヒアリングを行った。前
者においては、豊島の不法投棄物を周囲の環
境に影響のないように遮断しながら、掘削し
て近くの直島にある三菱マテリアルの精錬
所の一部を利用した香川県の施設により処
理が行われている。後者においては、不法投
棄の現場の上に設置された三重県の処理施
設により処理が行われている。あらためて不
法投棄問題の深刻さとその解決の困難さを
実感すると同時に、その解決策として登場し
た「産廃特措法」の有効性と問題点について
の分析の手がかりとなる認識、さらには、か
つての廃棄物処理法や廃棄物行政が有して
いた問題点に関する知見を得られた。

また、２００７年３月には、三重県桑名
市の不法投棄現場と共に、それより大規模で、
かつ、発覚がより最近の三重県四日市市大矢
知（おおやち）の不法投棄現場、および、岐
阜市椿洞（つばきぼら）の不法投棄現場の視
察を行い、前者においては、三重県と周辺住



民から、後者においては、岐阜市と周辺住民
から、ヒアリングを行った。これらは、時期
的に発覚が遅かったことと等の事情から、
「産廃特措法」の適用がなおなされていない
ケースである。こうした中で、いわゆる「三
位一体」改革により、自治体の不法投棄撤去
事業に対し、国から補助金を支出しないこと
とされたため、「産廃特措法」の意義が薄れ
たこと、三重県や岐阜市の採用する対策と周
辺住民の望む対策との間に大きなギャップ
があることがわかった。

（３）次に、２００７年度についてであ
る。２００７年１１月に、山梨県庁と同県北
杜市須玉町の不法投棄現場を訪問した。そし
て、産廃特措法の事業を終了した須玉町の事
案について、山梨県・環境整備課の職員から
ヒアリングを行い、現場に同行してもらった。
２００７年１２月には、福井県庁と同県敦賀
市樫曲（かしまがり）地区の不法投棄現場を
訪問し、産廃特措法の事業が進行しつつある
同事案について、福井県・廃棄物対策課から
説明を受けた。前者では、覆土による崩落防
止対策が基本とされつつ、すでに事業は完了
し、現在、水質検査のみが行われている。こ
れに対し、後者では、応急対策として、不法
投棄現場への覆土対策と漏水防止対策が完
了し、その後現在まで、浸出水処理施設によ
る処理が行われている。しかし、これらは応
急対策という位置付けであり、改めてその本
格的な実施が２００７年度から始まってい
る。

２００８年３月には、青森県・岩手県県
境の不法投棄に関して、青森県庁・県境再生
対策室を訪問した。青森県側（田子町）で、
産廃特措法により２００４年１２月から第
１次の事業が開始され、その後、引き続き行
われている事業について説明を受けた。同じ
く２００８年３月には、産廃特措法の事業が
進行中の秋田県能代市浅内の不法投棄事案
に関して、秋田県庁・環境整備課から説明を
受け、現地に同行してもらい、説明を受けた。
前者では、「全量撤去」が基本方針として取
り組まれている点が特徴であり、後者では、
「全量撤去」ではなく、もともと管理型処分
場であったこともあり、処分場からの有害物
質の漏出対策が中心である点に特徴がある。
２００６年度の調査に加えて、２００７年度
においても、改めて不法投棄問題の解決の困
難さを実感し、産廃特措法の有効性と問題点
についての新たな認識や知見が得られた。

２００７年５月には、上越市（旧三和村）
事件について、新潟県不法投棄対策室を訪れ
て県庁職員より説明を受け、関連資料を入手
した。その結果、２００６年５月に終了した
上記事件の代執行についての知見を得るこ
とができた。

（４）以上の現地調査の結果に基づき、

メンバーが研究会等において報告・整理し、
これに関連して公表した業績等は、下記のと
おりである。このうち、神戸の〔図書〕①『深
刻化する廃棄物問題と政策提言』（畑明朗・
杉本裕明編、世界思想社、２００９年）にお
いて、神戸が執筆した「廃棄物処理法・産廃
特措法の問題点と課題―産業廃棄物不法投
棄事件に着目して」は、神戸の個人的見解で
あるが、この問題に関する政策・提言を含む。
つまり、産廃特措法制定当時、環境省が今後
１０年間に現れる不法投棄の場所を１５０
～２００カ所と推定し、その処理費を計９０
０億～１０００億円と見込んだ点に誤算が
あった点を指摘しながら、そのほか合計７点
の提言を行うものである。同論文によれば、
この問題の解決の鍵は、どれだけ「排出者責
任」を中心にすえて現行法の運用と新たな立
法ができるか、である。当面、具体的には、
上記「概要」でのべたように、「産廃特措法」
の期限延長やそれに代わる新法の制定が期
待されることになろう。
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